
平
成
29
年
度
の「
市
県
民
税
」と
平
成
28
年
分
の「
所
得
税
」の
申
告
の
時
期
で
す
。

こ
の
申
告
は
、平
成
29
年
度
に
納
め
て
い
た
だ
く
市
県
民
税
、国
民
健
康
保
険
税
、後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保
険
料
な
ど
の
額
を
算
定
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
に

な
り
ま
す
。期
限
内
に
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

・印かん、申告書、源泉徴収票（年金、恩給を含む）、マイナンバー、本人確認書類

・社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費など各種所得控除のための証明書

・営業、農業、不動産などの事業所得のある人は収支内訳書

・そのほかに収入がある人は、その収入がわかる書類

・配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の収入がわかる書類

【受付時間】午前９時～11時30分／午後１時～４時

市県民税・国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の申告 申

告
は
お
早
め
に

３月15日㈬
申告期限

▼

※上記期間に都合がつかない場合は、３月１日㈬～１５日㈬
　（土・日曜日を除く）に市役所２階大会議室で受け付けます。
※「所得税の確定申告書」を提出する人は申告の必要はありません。

地　区 と　き ところ

西大村

萱　瀬

福　重

竹　松

松　原

三　浦

鈴　田

大　村

中地区公民館（注１）

萱瀬住民センター

福重　　 〃

竹松　　 〃

松原　　 〃

三浦　　 〃

鈴田　　 〃

１月

２月

３１日㈫

６日㈪

７日㈫

８日㈬

１３日㈪

１４日㈫

１５日㈬

１６日㈭

～２月３日㈮

～１０日㈮

～２８日㈫ 市役所大会議室※土・日曜日を除く

（注１）駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

◎申告に必要なもの

◎申告・受付会場　
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
４
０
０
万
円
以

下（
注
２
）で
、か
つ
、公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20

万
円
以
下
で
あ
る
場
合

は
、所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
２
）複
数
の
公
的
年
金
等

を
受
給
し
て
い
る
人
は
、そ
の

収
入
金
額
の
合
計
額
。

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
の
う

ち
、確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
人
は
、税
務
署
ま
た
は
市
役
所
で
確
定

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
人
で
、「
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」に
記
載
さ
れ
て

い
る
控
除（
社
会
保
険
料
控
除
、扶
養
控

除
、寡
婦（
寡
夫
）控
除
な
ど
）以
外
の
各
種

控
除（
医
療
費
控
除
、生
命
保
険
料
控
除
、

地
震
保
険
料
控
除
、扶
養
控
除
等
の
追
加
）

の
適
用
を
受
け
る
と
き

●
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
に
20
万

円
以
下
の
所
得（
農
業
所
得
、不
動
産
所

得
、一
時
所
得
な
ど
）が
あ
る
と
き

申告はお早めに ！申告はお早めに ！

税次
に
該
当
す
る
人
は
確
定
申
告
を

市
県
民
税
の
申
告
会
場
で
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す

次
に
該
当
す
る
人
は
市
県
民
税
の
申
告
を

▼
と
き

　
２
月
19
日
㈰
・
26
日
㈰

▼
受
付
時
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▼
と
こ
ろ

　
Ｎ
Ｂ
Ｃ
別
館

　（
長
崎
市
上
町
１-

35
）

　※

長
崎
税
務
署
が
対
応

▼
対
応
内
容

　
確
定
申
告
書
用
紙
の
配

　
布
、申
告
相
談
、 

確
定

　
申
告
書
の
収
受
、納
付

　
相
談

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

作
成
後
、郵
送
ま
た
は
、ｅ-

Ｔａｘ
で
諫
早
税
務
署
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

w
w

w
.nta.go.jp

　
今
回
の
申
告
か
ら
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に

な
り
ま
す
。本
人
確
認
の
書

類
と
し
て
、次
の
う
ち
ど
ち

ら
か
の
写
し（
コ
ピ
ー
）を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
顔

　
写
真
付
き
の
も
の
）の
両
面

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

　
と
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
持
ち

　
主
で
あ
る
こ
と
を
確
認

　
で
き
る
書
類（
運
転
免

　
許
証
、保
険
証
な
ど
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、紙
製
の
通
知
カ
ー
ド
か
ら
、プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
切
り
替
え

る
と
、証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
や
身
分

証
明
書
に
利
用
で
き
て
大
変
便
利
で
す
。

　
市
県
民
税
の
申
告
会
場
で
は
、特
設
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
、申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
受
付
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

▼
必
要
な
も
の

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書（
通
知
カ
ー

　
ド
に
同
封
し
て
い
た
も
の
）、運
転
免
許
証
や

　
保
険
証
な
ど
の
身
分
証
、証
明
用
写
真（
縦

　
４
．５
㌢
、横
３
．５
㌢
で
、６
カ
月
以
内
に
撮
っ

　
た
正
面
・
無
帽
・
無
背
景
の
も
の
）

※

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※

カ
ー
ド
の
交
付
は
、約
１
カ
月
後
で
す
。

※

市
役
所
で
は
、申
請
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
人

ア
．平
成
11
年
〜
18
年
末

ま
で
、ま
た
は
平
成
21

年
〜
31
年
６
月
末
ま
で

に
入
居
し
た
人

イ
．平
成
28
年
分
所
得
税

申
告（
年
末
調
整
お
よ

び
確
定
申
告
）で
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
人

税務課（内線122～124）

所得税の確定申告
▼ 諫早税務署 ☎㉒1370

■
市
民
課（
内
線
１
８
２
）

▼ 諫早税務署 ☎㉒1370

公的年金等の収入が
400万円以下の皆さんへ

税務署の閉庁日も
対応します

▼ 諫早税務署 ☎㉒1370

国税庁のホームページ
をご利用ください

税務課（内線122）▼

住民税の住宅ローン控除
対象の皆さんへ

税務課（内線122）▼

今回から
マイナンバーの記載を！

税務課（内線122）▼
◎諫早税務署会場　
　【受付時間】平日、午前9時～午後4時
　※公共交通機関をご利用ください。
　・所得税、贈与税の申告 …3月15日㈬まで　
　・消費税の申告……………3月31日㈮まで　
　・還付の申告………………随時受け付けます
　・確定申告相談……………2月16日㈭から

◎市役所会場（２階大会議室）
　【受付時間】平日、午前９時～11時30分／午後１時～４時

　・所得税の申告…2月16日㈭～3月15日㈬

◎振替納税をご利用の方へ
　・所得税の振替日…４月20日㈭
　・消費税の振替日…４月25日㈫

◎注意事項
　・市役所会場では事業所得（青色申告など）、譲渡所得（土地・

株式など）の申告は受け付けできません。
　・農業所得、不動産所得、営業所得などの申告は、あらかじめ収

支内訳書を作成のうえお越しください。
　・所得税の納付書納入期限は、3月15日㈬です。

の
申
告
受
付
が
始
ま
り
ま
す

ウ
．平
成
28
年
分
所
得
税
申
告
で
、住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
後
の
申
告
所
得
税
額（
源
泉

徴
収
税
額
な
ど
）が
０
円
で
、か
つ
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
可
能
額（
限
度
額
）に
残
額

が
あ
る
人

▼
控
除
額

　
次
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

ア
．所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち

所
得
税
で
控
除
で
き
な
かっ
た
額
。

イ
．所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
な
ど
の
額
に
７
％

を
乗
じ
て
得
た
額（
最
高
１
３
６
，５
０
０
円
）

※

平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
入
居
し
た
人
で
、

住
宅
取
得
等
の
対
価
の
額
の
消
費
税
率
８
％

で
購
入
し
た
人
の
場
合
は
、右
記
の
額
に
な
り

ま
す
。な
お
、平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
入

居
し
た
人
で
、住
宅
取
得
等
の
対
価
の
額
の
消

費
税
率
が
５
％
の
場
合
は
所
得
税
の
課
税
総

所
得
金
額
な
ど
の
額
に
５
％
を
乗
じ
て
得
た

額（
最
高
９
７
，５
０
０
円
）に
な
り
ま
す
。
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平
成
29
年
度
の「
市
県
民
税
」と
平
成
28
年
分
の「
所
得
税
」の
申
告
の
時
期
で
す
。

こ
の
申
告
は
、平
成
29
年
度
に
納
め
て
い
た
だ
く
市
県
民
税
、国
民
健
康
保
険
税
、後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保
険
料
な
ど
の
額
を
算
定
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
に

な
り
ま
す
。期
限
内
に
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

・印かん、申告書、源泉徴収票（年金、恩給を含む）、マイナンバー、本人確認書類

・社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費など各種所得控除のための証明書

・営業、農業、不動産などの事業所得のある人は収支内訳書

・そのほかに収入がある人は、その収入がわかる書類

・配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の収入がわかる書類

【受付時間】午前９時～11時30分／午後１時～４時

市県民税・国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の申告 申

告
は
お
早
め
に

３月15日㈬
申告期限

▼

※上記期間に都合がつかない場合は、３月１日㈬～１５日㈬
　（土・日曜日を除く）に市役所２階大会議室で受け付けます。
※「所得税の確定申告書」を提出する人は申告の必要はありません。

地　区 と　き ところ

西大村

萱　瀬

福　重

竹　松

松　原

三　浦

鈴　田

大　村

中地区公民館（注１）

萱瀬住民センター

福重　　 〃

竹松　　 〃

松原　　 〃

三浦　　 〃

鈴田　　 〃

１月

２月

３１日㈫

６日㈪

７日㈫

８日㈬

１３日㈪

１４日㈫

１５日㈬

１６日㈭

～２月３日㈮

～１０日㈮

～２８日㈫ 市役所大会議室※土・日曜日を除く

（注１）駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

◎申告に必要なもの

◎申告・受付会場　
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
４
０
０
万
円
以

下（
注
２
）で
、か
つ
、公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20

万
円
以
下
で
あ
る
場
合

は
、所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
２
）複
数
の
公
的
年
金
等

を
受
給
し
て
い
る
人
は
、そ
の

収
入
金
額
の
合
計
額
。

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
の
う

ち
、確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
人
は
、税
務
署
ま
た
は
市
役
所
で
確
定

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
人
で
、「
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」に
記
載
さ
れ
て

い
る
控
除（
社
会
保
険
料
控
除
、扶
養
控

除
、寡
婦（
寡
夫
）控
除
な
ど
）以
外
の
各
種

控
除（
医
療
費
控
除
、生
命
保
険
料
控
除
、

地
震
保
険
料
控
除
、扶
養
控
除
等
の
追
加
）

の
適
用
を
受
け
る
と
き

●
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
に
20
万

円
以
下
の
所
得（
農
業
所
得
、不
動
産
所

得
、一
時
所
得
な
ど
）が
あ
る
と
き

申告はお早めに ！申告はお早めに ！

税次
に
該
当
す
る
人
は
確
定
申
告
を

市
県
民
税
の
申
告
会
場
で
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す

次
に
該
当
す
る
人
は
市
県
民
税
の
申
告
を

▼
と
き

　
２
月
19
日
㈰
・
26
日
㈰

▼
受
付
時
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▼
と
こ
ろ

　
Ｎ
Ｂ
Ｃ
別
館

　（
長
崎
市
上
町
１-

35
）

　※

長
崎
税
務
署
が
対
応

▼
対
応
内
容

　
確
定
申
告
書
用
紙
の
配

　
布
、申
告
相
談
、 

確
定

　
申
告
書
の
収
受
、納
付

　
相
談

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

作
成
後
、郵
送
ま
た
は
、ｅ-

Ｔａｘ
で
諫
早
税
務
署
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

w
w

w
.nta.go.jp

　
今
回
の
申
告
か
ら
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に

な
り
ま
す
。本
人
確
認
の
書

類
と
し
て
、次
の
う
ち
ど
ち

ら
か
の
写
し（
コ
ピ
ー
）を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
顔

　
写
真
付
き
の
も
の
）の
両
面

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

　
と
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
持
ち

　
主
で
あ
る
こ
と
を
確
認

　
で
き
る
書
類（
運
転
免

　
許
証
、保
険
証
な
ど
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、紙
製
の
通
知
カ
ー
ド
か
ら
、プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
切
り
替
え

る
と
、証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
や
身
分

証
明
書
に
利
用
で
き
て
大
変
便
利
で
す
。

　
市
県
民
税
の
申
告
会
場
で
は
、特
設
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
、申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
受
付
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

▼
必
要
な
も
の

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書（
通
知
カ
ー

　
ド
に
同
封
し
て
い
た
も
の
）、運
転
免
許
証
や

　
保
険
証
な
ど
の
身
分
証
、証
明
用
写
真（
縦

　
４
．５
㌢
、横
３
．５
㌢
で
、６
カ
月
以
内
に
撮
っ

　
た
正
面
・
無
帽
・
無
背
景
の
も
の
）

※

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※

カ
ー
ド
の
交
付
は
、約
１
カ
月
後
で
す
。

※

市
役
所
で
は
、申
請
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
人

ア
．平
成
11
年
〜
18
年
末

ま
で
、ま
た
は
平
成
21

年
〜
31
年
６
月
末
ま
で

に
入
居
し
た
人

イ
．平
成
28
年
分
所
得
税

申
告（
年
末
調
整
お
よ

び
確
定
申
告
）で
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
人

税務課（内線122～124）

所得税の確定申告
▼ 諫早税務署 ☎㉒1370

■
市
民
課（
内
線
１
８
２
）

▼ 諫早税務署 ☎㉒1370

公的年金等の収入が
400万円以下の皆さんへ

税務署の閉庁日も
対応します

▼ 諫早税務署 ☎㉒1370

国税庁のホームページ
をご利用ください

税務課（内線122）▼

住民税の住宅ローン控除
対象の皆さんへ

税務課（内線122）▼

今回から
マイナンバーの記載を！

税務課（内線122）▼
◎諫早税務署会場　
　【受付時間】平日、午前9時～午後4時
　※公共交通機関をご利用ください。
　・所得税、贈与税の申告 …3月15日㈬まで　
　・消費税の申告……………3月31日㈮まで　
　・還付の申告………………随時受け付けます
　・確定申告相談……………2月16日㈭から

◎市役所会場（２階大会議室）
　【受付時間】平日、午前９時～11時30分／午後１時～４時

　・所得税の申告…2月16日㈭～3月15日㈬

◎振替納税をご利用の方へ
　・所得税の振替日…４月20日㈭
　・消費税の振替日…４月25日㈫

◎注意事項
　・市役所会場では事業所得（青色申告など）、譲渡所得（土地・

株式など）の申告は受け付けできません。
　・農業所得、不動産所得、営業所得などの申告は、あらかじめ収

支内訳書を作成のうえお越しください。
　・所得税の納付書納入期限は、3月15日㈬です。

の
申
告
受
付
が
始
ま
り
ま
す

ウ
．平
成
28
年
分
所
得
税
申
告
で
、住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
後
の
申
告
所
得
税
額（
源
泉

徴
収
税
額
な
ど
）が
０
円
で
、か
つ
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
可
能
額（
限
度
額
）に
残
額

が
あ
る
人

▼
控
除
額

　
次
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

ア
．所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち

所
得
税
で
控
除
で
き
な
かっ
た
額
。

イ
．所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
な
ど
の
額
に
７
％

を
乗
じ
て
得
た
額（
最
高
１
３
６
，５
０
０
円
）

※

平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
入
居
し
た
人
で
、

住
宅
取
得
等
の
対
価
の
額
の
消
費
税
率
８
％

で
購
入
し
た
人
の
場
合
は
、右
記
の
額
に
な
り

ま
す
。な
お
、平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
入

居
し
た
人
で
、住
宅
取
得
等
の
対
価
の
額
の
消

費
税
率
が
５
％
の
場
合
は
所
得
税
の
課
税
総

所
得
金
額
な
ど
の
額
に
５
％
を
乗
じ
て
得
た

額（
最
高
９
７
，５
０
０
円
）に
な
り
ま
す
。
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行政らしんばん

　
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
意
見
・
ご

提
案
を
募
集
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
ま
す
。

計
画
案
　
大
村
市
立
地
適
正
化
計
画

公
開
場
所
　
都
市
計
画
課
、市
役
所
情

報
コ
ー
ナ
ー
、各
住
民
セ
ン
タ
ー
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

意
見
を
提
出
で
き
る
人

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

・
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す
る

人
・
法
人
・
団
体

・パ
ブ
リ
ッ
ク
コメ
ン
ト
手
続
き
に
係
る
事
案
に

利
害
関
係
を
有
す
る
人
・
法
人
・
団
体

応
募
方
法
　
任
意
の
様
式
に
、住
所
・
氏

名
・
計
画
案
へ
の
ご
意
見
・
ご
提
案
を
記
入

の
う
え
、持
参
す
る
か
、郵
便
、Ｅ
メ
ー
ル
で
お

送
り
く
だ
さ
い
。

応
募
先
　
〒
８
５
６‐

８
６
８
６（
住
所
不

要
）都
市
計
画
課
　

　toshikeikaku@
city.om

ura.lg.jp

募
集
期
限
　
２
月
９
日
㈭

注
意
事
項

・
匿
名
、電
話
で
の
ご
意
見
は
受
け
付
け
ま

せ
ん
。ま
た
、個
別
に
は
回
答
し
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
ご
意
見
・
ご
提
案
に
対
す
る
回
答
は
、個

人
情
報
を
除
き
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
ま
す
。■

都
市
計
画
課（
内
線
４
３
１
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
皆
さ
ん

の
ご
意
見
）を
募
集
し
ま
す

■
契
約
課（
内
線
２
３
１
）

市
の
公
用
車
に
掲
載
す
る

広
告
を
募
集
し
ま
す

　
市
の
財
産
の
有
効
活
用
と
地
域
経
済
の

活
性
化
を
目
的
に
、公
用
車
に
掲
載
す
る

広
告
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
企
業
、個
人
な
ど

掲
載
車
両
　
軽
貨
物
自
動
車
10
台

掲
載
位
置
　
車
体
の
後
部
側
面（
２
面
）

広
告
規
格
　
マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー
ト（
最
大
縦

50
㌢
、横
50
㌢
）

※

広
告
の
作
成
費
用
は
広
告
主
の
負
担

掲
載
料
金
　
１
面
月
額
２
，５
０
０
円

掲
載
期
間
　
４
月
１
日
〜
平
成
30
年
３

月
31
日

申
込
期
間
　
２
月
１
日
㈬
〜
28
日
㈫

※

受
付
時
間
は
平
日
、午
前
９
時
〜
午
後

　
５
時

申
込
方
法
　
広
告
掲
載
等
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、掲
載
広
告
案（
写

真
や
原
稿
な
ど
内
容
が
わ
か
る
も
の
）と
企

業
概
要（
会
社
案
内
、パン
フ
レッ
ト
な
ど
）を

添
え
て
、契
約
課
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※

申
込
書
は
、市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き

　
ま
す
。

※

広
告
掲
載
に
関
す
る

　
基
準
な
ど
、詳
し
く
は

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

広告

DB
※65歳未満とは
　昭和27年1月2日以降に生まれた人

平成29年1月1日現在、
大村市に居住している。

平成28年中に収入が
あった。

収入の種類は次のどれ
に該当しますか？

B

D

B

A

C
C

D

B

※この表は一般的に解説したものであり、該当しない場合もあります。

給与、公的年金等以外に事業、
農業、不動産などの収入がある。 公的年金等のみである。 主に給与である。

（次のどれに該当しますか？）

土地譲渡や株式配当がある。

スタート

B

A

A

CA

次のどれに該当しますか？

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえはい

い
は

あなたは申告が必要？不要？
市外にいる親族の税申告上の扶
養になっている、または誰の税申
告上の扶養にもなっていない。

平成29年1月1日現在お住まい
の市区町村または税務署へお尋
ねください。

非課税収入のみ
（遺族年金、障害者年金、失業給
付金、児童手当など）。

・給与収入が2,000万円を超える
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける

・給与所得以外の所得が20万円を超える
・医療費控除や雑損控除を受ける
・年末調整をしなかった
・年の途中で退職し、その後就職してい
ない
・2カ所以上から給与の支払いを受け、年末
調整していない給与の支払額が20万円
を超える

・年末調整された給与所得と、それ以外
の所得が20万円以下

1カ所からの給与所得のみで①～④全
てに該当する人。⑤は該当する人のみ。

①事業主から源泉徴収票を受け取った
②事業主が税務課に給与支払報告書を
提出している
③年末調整済み
④年末調整時の内容に変更がない
⑤2回目以降の住宅借入金等特別控除を年
末調整済み

市内にいる親族の税申告上の扶
養になっていて、市が発行する所
得・課税証明書は不要である。

市内にいる親族の税申告上の扶
養になっていて、市が発行する所
得・課税証明書が必要である。

公的年金等の収入金額が
400万円以下であり、かつ、公
的年金等に係る雑所得以外
の所得金額が20万円以下で
ある。

営業所得、農業所得、不動産
所得、雑所得（公的年金以外）、
一時所得などがある。

年金の収入金額が148万
円（65歳未満の人は98万
円）を超えている。

公的年金等の収入金額が
400万円を超えている。

所得の合計額が所得控除の
合計より大きい。

A

B

「所得税の確定申告」が必要です

「市県民税の申告」が必要です

申告は不要です

「市県民税の申告」「所得税の確定
申告」どちらかが必要です
税務署から確定申告書や申告のお知らせはが
きなどが届いた人は、所得税がかからなくても
確定申告が必要な場合があります。 

収入が公的年金等のみの人は、所得税が還付
される場合があります。 

国保税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、
保育料の算定などの基礎資料になります。 D

C

申 告 は お 早 め に ！

は
い

は
い い

い
え

は
い

は
い

は
い

【
お
詫
び
と
訂
正
】

「
広
報
お
お
む
ら
１
月
号
」12
㌻
に
掲
載
し
た
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
お
名
前
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
。お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

﹇
南
地
区
第
２
﹈▼
岡
　
惠
子（
田
の
平
第
１
）

■
人
事
課（
内
線
２
７
０
）

対
象
　
市
内
在
住
で
、４
月
３
日
か
ら
勤

務
で
き
る
人（
過
去
５
年
間
に
、市
の
非
常

勤
職
員
で
４
年
以
上
勤
務
し
た
人
を
除
く
）

※

職
種
・
勤
務
条
件
・
申
込
方
法
な
ど
詳
し

く
は
、人
事
課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※

郵
送
で
の
申
し
込
み
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

※

募
集
内
容
は
、変
更
が
生
じ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

決
定
方
法
　
書
類
審
査
、面
接
な
ど

申
込
期
間
　
２
月
６
日
㈪
〜
３
月
１
日
㈬

受
付
時
間
　
平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
30
分

市
の
非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

■
人
事
課（
内
線
２
７
１
）

採
用
予
定
日
　
７
月
１
日
　
　
採
用
予
定
数
　
い
ず
れ
も
若
干
名

申
込
期
限　

３
月
17
日
㈮
　
　
一
次
試
験
日　

４
月
９
日
㈰

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
書
に
記
入
の
う
え
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、試
験
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。試
験
案
内
や
申
込
書
は
、市
役
所
人
事
課
、

　
各
出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

受
験
資
格
の
概
要

土
木（
民
間
企

業
等
経
験
者
）

電
気（
民
間
企

業
等
経
験
者
）

高
校
卒
業

程　
　

度

試
験
区
分

試
験
職
種

昭
和
56
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、学
校
等
を
土
木
に
関
す

る
課
程
を
専
攻
し
て
卒
業
し
、土
木
工
事
の
設
計
ま
た
は
施
工

管
理
に
関
す
る
実
務
経
験
が
直
近
７
年
中
１
年
以
上
あ
る
人

昭
和
56
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、第 

一 
種
・
第
二
種
・
第

三
種
電
気
主
任
技
術
者
の
資
格
を
有
し
、電
気
設
備
の
設
計
、

施
工
管
理
ま
た
は
保
守
管
理
に
関
す
る
実
務
経
験
が
直
近
７

年
中
１
年
以
上
あ
る
人

市
の
職
員
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
敬
称
略
）

　
長
年
、生
活
衛
生
向
上
に
尽
力
さ
れ
た

こ
と
が
高
く
評
価

さ
れ
、厚
生
労
働
大

臣
表
彰
を
受
け
ら

れ
ま
し
た
。お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
塚
原 

健
二
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